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告発事実

関東信越厚生局社会保険審査官堀地良男は審査請求

人●●●●（以下「請求人」という。）が平成２３年１月

１８日に行った審査請求に対して、平成２３年３月１１

日、審査に関する通達を故意に無視し、根拠のない個

人的な見解に基づいて審査を終え、棄却の決定を行っ

た。

これは明らかに不当な審査であり、刑法第１９３条の

公務員職権濫用罪に該当する。

被疑者の刑事処罰を求める意思表示

社会保険審査官は、「審査官」という言葉の響きか

ら、裁判官のように公正な審査を行うものであると請求

人ばかりでなく、一般の被保険者、及び全国民は信じ

ている。

その姿勢こそが社会保険審査官の本来の健全な姿

であり、大前提のはずだからである。

しかし堀地良男は、中立・公正という一般の職業より

も高い倫理性が求められる職務に就きながら、不当な

決定を行い、世間から寄せられている信頼を見事に裏

切った。
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これは我が国の社会保険、とりわけ年金制度に対

して懐疑的となっている国民の不信をも助長し、国民

のコンセンサスを求めていかねばならない今後の年金

制度の改正に対してもマイナスの要因となるものである

ため、厳重な処罰を求める。

告発に至る経緯

社会保険審査官には職権行使の独立性までは認

められていない。

本審査請求の棄却は堀地良男がそれを不当に行使

した、すなわち職権を濫用したために、「可能」となった

ものである。

社会保険審査官は、その職務の性質上、中立・公

正を本位をして審理を行わねばならない。

これに関して当該審査事務を円滑に進めるため、詳

細な通達が出されている。

前記通達の中で、決定書の理由については次のよう

に通知されている。

「決定書の理由は、事実関係、請求人の申立の趣

旨、決定庁の陳述、及びこれに対する審査官の判

断を明確に示すこと」（社会保険審査事務取扱上
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の注意事項について－昭和２５年９月２９日保険発第

１９４号）

また事実の認定及び判断については次のように通

知されている。

「争点に関して請求人等が積極的に提出した資料

を採用しなかった場合には、その理由を明らかにす

ること」（社会保険審査官事務取扱要領－平成元年

７月１０日保険発第６０号・年発第３８５０号）

しかるに平成２３年３月１１日、堀地良男は、これらの

通達事項をまったく遵守せずに審理を終了し、棄却

の決定を行った。

現在、社会保険における不服申立に対する審査制

度としては、社会保険審査官及び社会保険審査会法

（以下「官会法」という。）が定められており、いわゆる

一審に相当する機関が社会保険審査官（以下「審査

官」という。）、二審に相当する機関が社会保険審査

会（以下「審査会」という。）とされている。

現行の審査官が設置されたのは昭和２８年９月１日

のことであるが、その前駆をなすものは昭和２５年４月１

日に設置された「社会保険審査官」である。
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ただし審査方法として、現行の審査会が合議制を採

っているのに対して、審査官が独任制であることに着

目するならば、審査官の源流は昭和２２年９月１日に設

置された「保険審査官」に溯ることになる。

昭和２２年９月１日前の審査制度では、一審に相当

する機関が地方社会保険審査会、二審に相当する機

関が中央社会保険審査会で、審査方法は両者と合

議制であった。

しかしながら当時も審査請求事件は増加の傾向に

あったため、不服申立の審査を迅速かつ適正に行う必

要があった。

このため、昭和２２年９月１日、合議制の地方社会保

険審査会は独任制の保険審査官となったのである。

したがって、こうした経緯を鑑みるならば、審査官の

審査方法たる独任の権限は、あくまでも審査を迅速

かつ適正に行うためにのみ行使されるべきであっ

て、その裁量権に中立・公正から逸脱した行為、す

なわち被疑者の行った独裁までは含まれない。

この点に関しては、官会法第２０条、及び２４条に

おいて、審査会の委員については職権行使の独立性、

及び身分保障が特別に規定されているにもかかわら
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ず、審査官に対してはそれらの規定が一切ないこ

とからも明らかである。

すなわち審査官には、職権行使の独立性までは

認められておらず、審査官は不当な決定をした場

合、身分上も不利益をこうむることになる。

そこで、堀地良男の当該行為について、当告発人

は、専門家として甚だ疑義を抱かざるを得ない点が多

々あったため、堀地良男に対して、審査の疑義を質す

処分照会状を平成２３年３月１４日付の内容証明郵便

にて送付した。

この照会は、被疑者が審査に関する通達及び判

例を故意に無視した結果、「棄却」が「可能」と

なったものであるため、その理由を求めたものであっ

たが、これに対する堀地良男からの回答はなかった。

このため当告発人は、平成２３年３月２３日付の特定

記録郵便にて、審査官は一般の被保険者や国民か

ら「裁判官」に準じた見方をされているため、疑

義を質す照会を受けたからには、社会通念上から

判断しても、誠実に説明する責務があるとして、回
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答を求めた。

しかし、それでも堀地良男からの回答はなかった。

そこで当告発人は、最後通牒として、堀地良男にさら

なる回答の催告を平成２３年３月３１日付の特定記録

郵便にて行った。

この催告状は

当告発人が処分照会の合理的理由を明示し

て審査に関する通達を故意に無視した理由に

ついて再三再四求めているにもかかわらず、

堀地良男が回答できないのは「堀地良男自身

が当告発人の疑義を払拭できない不当な審査

を行ったと認めているから」に他ならないか

らである。

すなわち堀地良男には当初から中立・公正

な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却

のみが審査の目的であったため、当告発人が

明示した審査に関する通達に従えば、その目

的を達成することができないために、当該通

達を故意に無視したということになる。

したがって、この判断に異議があれば、
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審査に関する通達を故意に無視した理由を回

答するように

と求めためたものであった。

これに対しても結局、堀地良男は無回答の姿勢しか

示さなかった。

しかし、この無回答によって堀地良男は異議なしと

して、当告発人の判断を明らかに認めたことになる。

以上から、堀地良男の行為が公務員職権濫用罪に

該当することは明白である。


